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電気事業法の改正等 に伴 う託送供給等約款の認可 申請の概要

1.ネ ガワット取引に対するインバランス供給の制度化に伴う供給条件

当社送配電ネットワークを利用して、ネガワット (節電した電力量)の取

引を行 う場合の供給条件を設定いたしました。主な内容は以下のとお りです。
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<ネガワット取引に対するインバランス供給>
・ネガフット事業者の指令に基づき需要者が行つた節電電力量を、発電所で発電

した電力量 と同等に扱 うこととし、一般送配電事業者が、需要抑制に関する計

画値 と実績値 との電気の不足や超過について調整 (イ ンバランス供給)を行い

ます。

・インバランス供給に対する料金は、卸電力取引市場における市場価格に連動 し

た料金 とな ります。

2.実施予定日

平成 29年 4月 1日

以  上


